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(57)【要約】
【課題】ユーザの意図しない操作が実行されてしまうこ
とを抑制できる技術を実現する。
【解決手段】表示制御装置は、第１の表示アイテムに重
畳して第２の表示アイテムを表示部に表示させる表示制
御手段と、前記表示部に表示されている表示アイテムを
選択する選択手段と、前記第２の表示アイテムの表示が
開始されてから所定時間内は、前記第２の表示アイテム
の選択操作を受け付けないように制御する制御手段と、
を有する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の表示アイテムに重畳して第２の表示アイテムを表示部に表示させる表示制御手段
と、
　前記表示部に表示されている表示アイテムを選択する選択手段と、
　前記第２の表示アイテムの表示が開始されてから所定時間内は、前記第２の表示アイテ
ムの選択操作を受け付けないように制御する制御手段と、を有することを特徴とする表示
制御装置。
【請求項２】
　指示部材が含まれていない表示アイテムに対しては、前記制御手段は、表示アイテムの
表示が開始されてから所定時間内での表示アイテムの選択操作を受け付けるように制御す
ることを特徴とする請求項１に記載の表示制御装置。
【請求項３】
　前記制御手段はさらに、表示アイテム同士が重畳しているか否かに応じて、表示アイテ
ムの表示が開始されてから所定時間内での表示アイテムの選択操作を受け付けるか否かを
制御することを特徴とする請求項１または２に記載の表示制御装置。
【請求項４】
　前記制御手段は、前記所定時間の経過後には、前記第２の表示アイテムの選択操作を受
け付けることを特徴とする請求項１ないし３のいずれか１項に記載の表示制御装置。
【請求項５】
　第１の表示アイテムに重畳して第２の表示アイテムを表示部に表示させる表示制御手段
と、
　前記表示部に表示されている表示アイテムを選択する選択手段と、
　前記第１の表示アイテムに重畳して表示されていた前記第２の表示アイテムを消去して
から所定時間内は、前記第１の表示アイテムの選択操作を受け付けないように制御する制
御手段と、を有することを特徴とする表示制御装置。
【請求項６】
　指示部材が含まれていない表示アイテムに対しては、前記制御手段は、表示アイテムの
表示が開始されてから所定時間内での表示アイテムの選択操作を受け付けるように制御す
ることを特徴とする請求項５に記載の表示制御装置。
【請求項７】
　前記制御手段はさらに、表示アイテム同士が重畳しているか否かに応じて、表示アイテ
ムの表示が開始されてから所定時間内での表示アイテムの選択操作を受け付けるか否かを
制御することを特徴とする請求項５または６に記載の表示制御装置。
【請求項８】
　前記制御手段は、前記所定時間の経過後には、前記第１の表示アイテムの選択操作を受
け付けることを特徴とする請求項５ないし７のいずれか１項に記載の表示制御装置。
【請求項９】
　前記表示アイテムには前記選択手段による選択がなされた場合に所定の動作の実行を指
示する指示部材が含まれていることを特徴とする請求項１ないし８のいずれか１項に記載
の表示制御装置。
【請求項１０】
　前記選択手段は、前記表示部に設けられているタッチパネルであることを特徴とする請
求項１ないし９のいずれか１項に記載の表示制御装置。
【請求項１１】
　前記選択操作を受け付けないようにする領域を、前記第１の表示アイテムまたは前記第
２の表示アイテムのサイズ及び位置により決定するタッチ操作領域決定手段をさらに有す
ることを特徴とする請求項１ないし１０のいずれか１項に記載の表示制御装置。
【請求項１２】
　前記選択操作を受け付けないようにする前記所定時間を、前記第１の表示アイテムまた
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は前記第２の表示アイテムの種別により決定する時間決定手段をさらに有することを特徴
とする請求項１ないし１１のいずれか１項に記載の表示制御装置。
【請求項１３】
　表示装置への表示内容を制御する表示制御手段と、
　表示されている表示アイテムへの操作を行う操作を受け付ける受け付け手段とを有し、
　前記表示制御手段は、前記表示装置に表示されている第１の表示アイテムの操作を受け
付けている間は、前記第１の表示アイテムに第２の表示アイテムを重畳表示しないように
制御することを特徴とする表示制御装置。
【請求項１４】
　表示装置への表示内容を制御する表示制御手段と、
　表示されている表示アイテムへの操作を行う操作を受け付ける受け付け手段とを有し、
　前記表示制御手段は、前記表示装置に表示されている表示アイテムの操作を受け付けて
いる間は、前記表示アイテムを消去しないように制御することを特徴とする表示制御装置
。
【請求項１５】
　前記表示装置にはタッチパネルが設けられており、
　前記表示アイテムの操作を受け付けている間とは、前記タッチパネルへのタッチダウン
からタッチアップまでであることを特徴とする請求項１３または１４に記載の表示制御装
置。
【請求項１６】
　第１の表示アイテムに重畳して第２の表示アイテムを表示部に表示させる表示制御工程
と、
　前記表示部に表示されている表示アイテムを選択する選択工程と、
　前記第２の表示アイテムの表示が開始されてから所定時間内は、前記第２の表示アイテ
ムの選択操作を受け付けないように制御する制御工程と、を有することを特徴とする表示
制御方法。
【請求項１７】
　第１の表示アイテムに重畳して第２の表示アイテムを表示部に表示させる表示制御工程
と、
　前記表示部に表示されている表示アイテムを選択する選択工程と、
　前記第１の表示アイテムに重畳して表示されていた前記第２の表示アイテムが消去され
てから所定時間内は、前記第１の表示アイテムの選択操作を受け付けないようにする制御
工程と、を有することを特徴とする表示制御方法。
【請求項１８】
　表示装置への表示内容を制御する表示制御工程と、
　表示されている表示アイテムへの操作を行う操作を受け付ける受け付け工程と、を有し
、
　前記表示制御工程では、前記表示装置に表示されている第１の表示アイテムの操作を受
け付けている間は、前記第１の表示アイテムに第２の表示アイテムを重畳表示しないよう
に制御することを特徴とする表示制御方法。
【請求項１９】
　表示装置への表示内容を制御する表示制御工程と、
　表示されている表示アイテムへの操作を行う操作を受け付ける受け付け工程と、を有し
、
　前記表示制御工程では、前記表示装置に表示されている表示アイテムの操作を受け付け
ている間は、前記表示アイテムを消去しないように制御することを特徴とする表示制御方
法。
【請求項２０】
　コンピュータを、請求項１ないし１５のいずれか１項に記載された表示制御装置の各手
段として機能させるためのプログラム。
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【請求項２１】
　コンピュータを、請求項１ないし１５のいずれか１項に記載された表示制御装置の各手
段として機能させるためのプログラムを記憶した記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示制御装置及び表示制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶パネルや有機ＥＬパネルなどの薄型の表示装置（例えばディスプレイやタブレット
端末）への市場要求が高度化、多様化している。このような薄型表示装置の多くは、ディ
スプレイ操作用のボタンとＯＳＤ（Ｏｎ Ｓｃｒｅｅｎ Ｄｉｓｐｌａｙ）機能を備え、表
示される画像の画質、輝度、コントラスト、色温度などの調整を行うことができる。また
、液晶パネルや有機ＥＬパネルなどを用いたタブレット端末は、その利便性から、ユーザ
が急速に拡大している。タブレット端末はタッチパネルを備え、ユーザはタッチパネルを
指やスタイラスなどでタッチすることでタブレット端末の操作を直感的に行うことができ
る。
【０００３】
　また、タブレット端末と同様に、薄型表示装置についてもタッチパネルによりディスプ
レイの操作を行いたいという市場要求が高まっている。それに呼応し、パーソナルコンピ
ュータ（ＰＣ）のＯＳがタッチパネルを標準でサポートするようになっている。ＰＣと接
続されたディスプレイはタッチパネルを備え、ユーザはディスプレイのタッチパネルにタ
ッチすることでたＰＣの操作やディスプレイのＯＳＤ機能を実行することができる。
【０００４】
　例えば、特許文献１では、ディスプレイに操作対象切り替えスイッチを設けることで、
タッチパネルの操作対象をＰＣとディスプレイの間で切り替えることができる。
【０００５】
　また、特許文献２には、ユーザの指定に基づいてタッチパネルの設定領域を決定し、決
定した領域を有効状態または無効状態に切り替える技術が開示されている。特許文献２に
よれば、タッチ操作を無効とする領域をユーザが指定する必要がある。
【０００６】
　一方、ディスプレイもしくはＰＣに対する操作を自動判別することで、ユーザが操作対
象を切り替えることなく、操作できる機器も望まれている。
【０００７】
　ディスプレイのＯＳＤは、ディスプレイパネルの画質などを設定するためのメニュー画
面として表示される。このメニュー画面はユーザ操作により表示を開始し、表示後一定時
間操作がなければ自動的に消去される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００９－１７６２２７公報
【特許文献２】特開２００９－０８０６８３公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　上記のようにユーザが意図しないタイミングでメニュー画面などの表示アイテムが表示
されたり、消去されてしまうと、ユーザが何らかの操作をしたときにユーザが意図してい
ない別のアイコンやボタンなどの表示アイテムの操作が実行されてしまう場合がある。
【００１０】
　例えば、図６（ｂ）に示すメニュー画面６０１が自動消去されたと同時に、ユーザがメ
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ニュー画面を操作した場合、図６（ａ）に示すホーム画面６００のアイコンをタップして
しまい、ユーザが意図しないアプリケーションが起動してしまう。
【００１１】
　また、図７（ａ）に示すＷｅｂページ７００を表示中にメール受信したことで、図７（
ｂ）に示すメール受信通知７０１が表示されたと同時に、ユーザがＷｅｂページを操作し
た場合、メール受信通知７０１のボタンをユーザが意図せずにタップしてしまう。
【００１２】
　また、図７（ｂ）に示すメール受信通知７０１を表示後、一定時間操作がなく、メール
受信通知７０１が自動消去された直後に、ユーザがメール受信通知７０１を操作しようと
した場合、図７（ａ）に示すＷｅｂページ７００をユーザが意図せずにタップしてしまう
。
【００１３】
　また、図８（ａ）に示すホーム画面８００を表示中にバッテリの充電容量低下を検出し
たことで、図８（ｂ）に示す警告画面８０１が表示されたと同時に、ユーザがホーム画面
を操作した場合、警告画面８０１のボタンをユーザが意図せずにタップしてしまう。
【００１４】
　また、図８（ｂ）に示す警告画面８０１が自動消去されたと同時に、ユーザが警告画面
８０１を操作した場合、図８（ａ）に示すホーム画面８００のアイコンをユーザが意図せ
ずにタップしてしまう。
【００１５】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされ、その目的は、ユーザの意図しない操作が実行され
てしまうことを抑制できる技術を実現することである。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　上記課題を解決し、目的を達成するために、本発明の表示制御装置は、第１の表示アイ
テムに重畳して第２の表示アイテムを表示部に表示させる表示制御手段と、前記表示部に
表示されている表示アイテムを選択する選択手段と、前記第２の表示アイテムの表示が開
始されてから所定時間内は、前記第２の表示アイテムの選択操作を受け付けないように制
御する制御手段と、を有する。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、ユーザ操作を伴わず、画面を表示・消去するタイミングで、タッチ操
作を一時的に無効することにより、ユーザの意図しない操作が実行されてしまうことを抑
制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本実施形態の装置構成を示すブロック図。
【図２】実施形態１の表示制御処理を示すフローチャート。
【図３】実施形態２の表示制御処理を示すフローチャート。
【図４】実施形態３の表示制御処理を示すフローチャート。
【図５】実施形態３の表示制御処理を示すフローチャート。
【図６】本実施形態の表示画面の遷移を例示する図。
【図７】本実施形態の表示画面の遷移を例示する図。
【図８】本実施形態の表示画面の遷移を例示する図。
【図９】本実施形態の表示画面の遷移を例示する図。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　　以下に、本発明を実施するための形態について詳細に説明する。尚、以下に説明する
実施の形態は、本発明を実現するための一例であり、本発明が適用される装置の構成や各
種条件によって適宜修正又は変更されるべきものであり、本発明は以下の実施の形態に限
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定されるものではない。また、後述する各実施形態の一部を適宜組み合わせて構成しても
良い。
【００２０】
　［実施形態１］以下に、本発明の表示制御装置を、タッチパネルにより操作可能なタブ
レット端末に適用した実施の形態について説明する。なお、本発明は、デジタルカメラな
どの撮像装置やスマートフォンなどの携帯型電子機器にも広く適用可能である。
【００２１】
　＜装置構成＞まず、図１を参照して、本実施形態のタブレット端末１００の構成及び機
能の概略について説明する。
【００２２】
　図１において、システム制御部１０１は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭなどを備え、ＣＰＵ
がＲＯＭに格納されたプログラムをＲＡＭの作業エリアに展開し、実行することにより、
装置全体の動作を制御する。
【００２３】
　表示画面制御部１０２は、表示制御部１０８の制御指令に従い、表示画面生成部１０３
で生成された画面データ（ホーム画面やアプリケーション画面、あるいはＯＳＤ画面）を
表示部１０９に表示する。
【００２４】
　表示画面生成部１０３は、表示制御部１０８の制御指令に従い、表示部１０９に表示す
る画面データを生成する。
【００２５】
　タイマ部１０４は、各種制御に用いる時間や、内蔵時計の時間、後述する警告画面やメ
ニュー画面の表示継続時間を計測する。
【００２６】
　タッチ操作判定部１０５は、タッチ操作検出部１０６からの検出結果に基づいてタッチ
パネル１１０に対してどのような操作が行われたかを判定する。
【００２７】
　タッチ操作検出部１０６は、タッチ操作検出部１０６により検出されたタッチパネル１
１０に対する接触位置や接触時間を検出し、検出結果をタッチ操作判定部１０５に送出す
る。
【００２８】
　警告判定部１０７は、タブレット端末１００の機能や性能に影響を与える可能性がある
、例えば、タブレット端末１００におけるバッテリの充電容量の低下や異常な温度上昇、
部品の故障などの要因が発生したか否かを判定する。
【００２９】
　表示制御部１０８は、表示画面生成部１０３で生成された画面データなどの表示内容を
表示部１０９の表示解像度、表示色数、リフレッシュレートに適したタイミングの表示デ
ータに変換し、表示部１０９に送出する。
【００３０】
　表示部１０９は、液晶パネルや有機ＥＬパネルなどからなり、表示制御部１０８から得
た画面データを表示する。
【００３１】
　表示部１０９は、アプリケーション画面やＯＳＤ画面などを表示する液晶パネルや有機
ＥＬパネルなどからなる。
【００３２】
　タッチパネル１１０は、表示部１０９に対する接触を検知可能であり、タッチパネル１
１０と表示部１０９とは一体的に構成することができ、ユーザが表示部１０９上に表示さ
れた画面を直接的に操作可能であるかのようなＧＵＩを構成することができる。
【００３３】
　電源ボタン１１１は、タブレット端末１００の電源のオン、オフを切り替えるための操
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作信号をシステム制御部１０１へ送出する。
【００３４】
　ここで、タッチ操作判定部１０５により判定可能なタッチ操作を以下に例示する。
【００３５】
　・タップ：画面を指やスタイラスで軽くたたく（ＰＣのマウス操作のクリックに相当）
　・ドラッグ：画面にタッチしたまま、所望の位置まで指やスタイラスを滑らせる
　・フリック：画面にタッチしたまま、移動したい方向へ指やスタイラスをはじく
　・ピンチ：画面に２本の指でタッチしたまま、開く、閉じる（つまむ）
　・ダブルタップ：指の位置を動かさずに、画面を軽く２回たたく（ＰＣのマウス操作の
ダブルクリックに相当）
　・ロングタッチ：画面を一定時間タッチし続ける
　＜基本動作＞次に、タブレット端末１００の基本動作について説明する。
【００３６】
　タブレット端末１００は、ユーザが電源ボタン１１１をオンすることにより起動する。
【００３７】
　システム制御部１０１は、電源ボタン１１１がオンされたことを検出すると、表示画面
制御部１０２に、例えば図８（ａ）に示すホーム画面８００の表示要求を送出する。
【００３８】
　表示画面生成部１０３は、表示画面制御部１０２から受けた表示要求に基づき、表示部
１０９に表示するための画面データを生成する。
【００３９】
　表示制御部１０８は、表示画面生成部１０３で生成された画面データを表示部１０９の
表示解像度、表示色数、リフレッシュレートに適したタイミングの表示データに変換し、
表示部１０９に送出する。
【００４０】
　表示部１０９は表示制御部１０８から受けた画面データをディスプレイパネルに表示す
る。
【００４１】
　＜通常の画面表示例＞次に、本実施形態のタブレット端末１００の表示画面の遷移につ
いて説明する。
【００４２】
　図６（ａ）はユーザがタブレット端末１００上で実行したいアプリケーションに対応す
るアイコンが表示アイテムとして表示されているホーム画面６００を示している。図６（
ｂ）はホーム画面上にディスプレイ操作用のＯＳＤ６０１が表示された状態を示している
。
【００４３】
　ホーム画面６００には複数のアイコンが表示されおり、ユーザはいずれかのアイコンを
タップすることで、タブレット端末１００で実行されるアプリケーションソフトウェア（
以下、アプリケーション）を起動させることができる。例えば、「メール」アイコンをタ
ップすると電子メールを送受信するアプリケーションが起動する。同様に他のアイコンを
タップすると、アイコンに対応するアプリケーションが起動する。図６（ａ）のホーム画
面６００の表示中に、ユーザによりメニュー表示操作が行われると、図６（ｂ）のＯＳＤ
６０１が表示された状態に遷移する。図６（ｂ）のＯＳＤ表示状態において一定時間操作
が検出されなかった場合やユーザによりＯＳＤ消去操作が行われた場合には、ＯＳＤ６０
１は消去され、図６（ａ）のホーム画面表示状態へ戻る。
【００４４】
　タブレット端末１００では、メールやＷｅｂブラウザ、写真閲覧など様々なアプリケー
ションを動作させることができ、それらは同時に動作させることができる。例えば、メー
ルとＷｅｂブラウザを同時に動作させ、ＷｅｂブラウザによりＷｅｂページを表示中に、
ユーザに対し、メールの受信を通知する表示を行うことができる。
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【００４５】
　図７（ａ）はタブレット端末１００上で表示アイテムとしてのＷｅｂページ７００を表
示している状態を示し、図７（ｂ）はＷｅｂページ表示中に、表示アイテムとしてのメー
ルの受信を通知するメール受信通知７０１のダイアログが表示された状態を示している。
【００４６】
　図７（ａ）のＷｅｂページ７００の表示中にメールの受信が検出されると、図７（ｂ）
のメール受信通知７０１が表示された状態に遷移する。図７（ｂ）のメール受信通知状態
においてメール受信通知７０１の「ＯＫ」ボタンがタップされるか、一定時間操作が検出
されなかった場合には、メール受信通知７０１は消去され、図７（ａ）のＷｅｂページ表
示状態へ戻る。
【００４７】
　タブレット端末１００では、タブレット端末１００の機能や性能に影響を与える可能性
がある事象として、例えば、バッテリの充電容量の低下や機器の異常な温度上昇を検出し
た場合に、ユーザにこれらの事象を通知するために警告画面が表示される。
【００４８】
　図８（ａ）はホーム画面８００を示し、図８（ｂ）はホーム画面上に表示アイテムとし
ての警告画面８０１のダイアログが表示された状態を示している。図８（ａ）のホーム画
面表示中に、例えば、バッテリの充電容量が規定値より低下したことが検出されると、図
８（ｂ）の充電容量低下を知らせる警告画面８０１の表示状態に遷移する。図８（ｂ）の
警告画面表示状態において警告画面８０１の「ＯＫ」ボタンがタップされるか、一定時間
操作が検出されなかった場合には、警告画面８０１は消去され、図８（ａ）のホーム画面
表示状態へ戻る。
【００４９】
　図９（ａ）はホーム画面９００を示し、図９（ｂ）はホーム画面上に表示アイテムとし
ての警告画面９０１のダイアログが表示された状態を示している。図９（ａ）のホーム画
面表示中に、例えば、機器の温度が規定値より上昇したことが検出されると、図９（ｂ）
の機器の温度上昇による画質の低下を知らせる警告画面９０１の表示状態に遷移する。図
９（ｂ）の警告画面表示状態において警告画面９０１の「ＯＫ」ボタンがタップされるか
、一定時間操作が検出されなかった場合には、警告画面９０１は消去され、図９（ａ）の
ホーム画面表示状態へ戻る。
【００５０】
　＜警告画面の表示処理＞次に、警告判定部１０７がタブレット端末１００の機能や性能
に影響を与える可能性がある事象が発生したか否かを判定することにより警告画面を表示
／消去する処理について、バッテリの充電容量の低下を検出した場合を例に説明する。
【００５１】
　まず、バッテリ充電容量低下を知らせる警告画面の表示処理について説明する。
【００５２】
　タブレット端末１００にはバッテリ（不図示）が内蔵されている。
【００５３】
　警告判定部１０７は、充電容量や温度などのバッテリに関する情報を取得し、温度や充
電容量の増減を監視している。
【００５４】
　警告判定部１０７は、充電容量が規定値以下になった場合、表示画面制御部１０２、表
示画面生成部１０３、表示制御部１０８と連携し、表示部１０９に「充電容量の警告画面
」を表示する。
【００５５】
　また、警告画面の表示とともに、表示画面制御部１０２は、タイマ部１０４と連携し、
警告画面の表示継続時間の計測を開始する。
【００５６】
　図８（ｂ）は、ホーム画面表示中にバッテリ充電容量低下を知らせる警告画面８０１が
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表示された状態を示している。
【００５７】
　次に、バッテリ充電容量低下を知らせる警告画面の消去処理について説明する。
【００５８】
　本実施形態では、警告画面の消去要因が２つある。１つはユーザが警告画面の「ＯＫ」
ボタンをタップした場合であり、もう１つは、警告画面が一定時間（例えば、２秒）継続
して表示された場合である。タッチ操作判定部１０５は、ユーザによって警告画面の「Ｏ
Ｋ」ボタンがタップされたと判定すると、表示画面制御部１０２へ警告画面の消去を要求
する。表示画面制御部１０２は、表示画面生成部１０３、表示制御部１０８と連携し、表
示部１０９に表示された充電容量の警告画面を消去する。また、タイマ部１０４は警告画
面の表示継続時間を計測し、表示画面制御部１０２は、タイマ部１０４と連携し、警告画
面が一定時間継続して表示されたと判定すると警告画面を消去する。
【００５９】
　＜表示制御処理＞図２を参照して、本発明に係る実施形態１の表示制御処理について説
明する。
【００６０】
　本実施形態は、ユーザがタブレット端末１００のデスクトップ操作中に、充電容量の警
告画面が表示された場合に、所定時間内はタッチ操作を受け付けない構成である。具体的
には、警告画面の表示開始から一定時間および警告画面の消去から一定時間、ユーザによ
るタッチ操作を無効化することで、ユーザの意図しない操作が実行されてしまうことを抑
制している。
【００６１】
　なお、図２の処理は、タブレット端末１００の電源ボタン１１１がオンされると開始さ
れ、システム制御部１０１がＲＯＭに記憶されたプログラムをＲＡＭの作業用領域に展開
し、実行することにより実現される。
【００６２】
　ステップＳ２０１では、警告判定部１０７はバッテリの充電容量に関する情報を取得し
、バッテリの充電容量について警告画面を表示すべき要因が発生しているか否かを判定す
る。ここで、警告判定部１０７は、バッテリの充電容量が規定値以下である場合に警告要
因が発生したと判定し、タッチ操作判定部１０５にタッチ操作の無効化を要求し、Ｓ２０
２に進む。また、警告判定部１０７は、バッテリの充電容量が規定値を超えている場合は
警告要因が発生していないと判定し、Ｓ２０４へ進む。
【００６３】
　ステップＳ２０２では、タッチ操作判定部１０５は、警告判定部１０７からのタッチ操
作の無効化要求に基づき、タッチ操作を無効化する。ここで、タッチ操作判定部１０５は
、タッチ操作を無効化する方法として、タッチ操作検出部１０６から得た情報を無効化し
、ユーザのタッチ操作を受け付けない状態とする。
【００６４】
　ステップＳ２０３では、警告判定部１０７は、表示画面制御部１０２に警告画面の表示
要求として、「充電容量の警告画面」の表示を要求する。表示画面制御部１０２は、表示
画面生成部１０３および表示制御部１０８を介して、表示部１０９に「充電容量の警告画
面」を表示し、Ｓ２０８へ進む。
【００６５】
　ステップＳ２０４では、表示画面制御部１０２は、警告画面が表示中か否かを判定する
。判定の結果、警告画面が表示中である場合はＳ２０５へ進み、表示中でない場合はＳ２
０１へ戻る。
【００６６】
　ステップＳ２０５では、表示画面制御部１０２は、タイマ部１０４により計測されてい
る警告画面の表示継続時間が所定の時間以上となり、警告画面を消去するタイミングとな
ったか否かを判定する。判定の結果、消去するタイミングである場合は、タッチ操作判定
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部１０５へタッチ操作の無効化を要求し、Ｓ２０６へ進み、消去するタイミングではない
場合はＳ２０１へ戻る。
【００６７】
　ステップＳ２０６では、Ｓ２０２と同様に、タッチ操作判定部１０５は、表示画面制御
部１０２からのタッチ操作の無効化要求に基づき、タッチ操作を無効化する。
【００６８】
　ステップＳ２０７では、表示画面制御部１０２は、表示中の「充電容量の警告画面」を
消去する。
【００６９】
　ステップＳ２０８では、タッチ操作判定部１０５は、タイマ部１０４により警告画面の
表示開始からの時間（Ｓ２０３）および消去からの時間を計測し、所定の時間（例えば、
２秒）が経過するまで、タッチ操作の無効化状態を維持する。
【００７０】
　ステップＳ２０９では、タッチ操作判定部１０５は、所定の時間経過後、タッチ操作を
有効化する。ここで、タッチ操作判定部１０５は、タッチ操作を有効化する方法として、
タッチ操作検出部１０６から得た情報を有効化し、ユーザのタッチ操作を受け付ける状態
とする。
【００７１】
　以上のように、本実施形態によれば、警告画面の表示開始から一定時間および警告画面
の消去から一定時間、ユーザによるタッチ操作を無効化することで、ユーザの意図しない
操作が実行されてしまうことを抑制することができる。
【００７２】
　［実施形態２］図３を参照して、本発明に係る実施形態２の表示制御処理について説明
する。
【００７３】
　本実施形態では、図２の処理に対して、警告画面のサイズに基づき所定の領域内のタッ
チ操作を無効化するように構成している。
【００７４】
　よって、以下では、図２と同様のステップには同一の符号を付して説明を省略し、異な
る処理を中心に説明を進める。また、装置構成は図１と同様である。
【００７５】
　ステップＳ３１０では、タッチ操作判定部１０５は、警告判定部１０７からタッチ操作
の無効化要求を受け付けると、タッチ操作を無効化する領域を決定する（タッチ操作領域
決定処理）。ここで、タッチ操作を無効化する領域は、タッチ操作判定部１０５が表示画
面制御部１０２から、表示すべき警告画面のサイズや表示位置に関する情報を取得し、こ
れらの情報に基づいて算出する。本実施形態では、警告画面のサイズおよび表示位置と同
じ領域を無効化する領域として決定する。
【００７６】
　ステップＳ３１１では、タッチ操作判定部１０５は、ステップＳ３１０で決定された領
域に対するタッチ操作を無効化する。タッチ操作を無効化する方法については、図２のス
テップＳ２０２やＳ２０６と同様である。
【００７７】
　その後、警告画面の表示開始から一定時間タッチ操作の無効化状態を維持する。
【００７８】
　ステップＳ３１２、Ｓ３１３では、ステップＳ３１０、Ｓ３１１と同様に、所定の領域
内のタッチ操作を無効化した後、警告画面の消去から一定時間タッチ操作の無効化状態を
維持する。
【００７９】
　本実施形態によれば、実施形態１と同様に、警告画面の表示開始から一定時間および警
告画面の消去から一定時間、ユーザによる所定の領域へのタッチ操作を無効化することで
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、ユーザの意図しない操作が実行されてしまうことを抑制することができる。
【００８０】
　［実施形態３］図４および図５を参照して、本発明の表示制御装置を、タッチパネルを
サポートするＯＳがインストールされたＰＣに接続されて、タッチパネルによりＰＣや表
示部の操作が可能な表示装置に適用した実施の形態について説明する。
【００８１】
　＜装置構成＞まず、図４を参照して、本実施形態の表示装置の構成及び機能の概略につ
いて説明する。
【００８２】
　図４において、システム制御部４０１、表示画面制御部４０２、表示画面生成部４０３
、タイマ部４０４、タッチ操作判定部４０５、タッチ操作検出部４０６、警告判定部４０
７、表示制御部４０８、表示部４０９、タッチパネル４１０、電源ボタン４１１は、図１
の各部と同様である。
【００８３】
　メニューボタン４１２は、メニュー画面を表示するための操作信号をシステム制御部４
０１へ送出する指示部材である。
【００８４】
　映像受信部４１３は、ＨＤＭＩ（登録商標）端子やＳＤＩ端子、コンポジットビデオ端
子などの外部出力端子からなり、ＰＣから送出される映像信号を映像受信制御部４１４へ
送出する。
【００８５】
　映像受信制御部４１４は、映像受信部４１３を介してＰＣから映像信号を受信する。
【００８６】
　映像処理部４１５は、映像受信制御部４１４で受信した映像信号に対して、表示部４０
９のサイズ（解像度）に変換して、表示制御部４０８へ送出する。
【００８７】
　＜基本動作＞次に、表示装置４００の基本動作について説明する。
【００８８】
　表示装置４００は、ユーザが電源ボタン４１１をオンすることにより起動する。
【００８９】
　システム制御部４０１は、電源ボタン４１１がオンされたことを検出すると、映像受信
制御部４１４に対して映像受信部４１３を介してＰＣからの映像信号を受信し、表示制御
部４０８に対して映像信号を表示部４０９に表示する要求を送出する。
【００９０】
　表示制御部４０８は、表示画面生成部４０３で生成された画面データを表示部４０９の
表示解像度、表示色数、リフレッシュレートに適したタイミングの表示データに変換し、
表示部４０９に送出する。
【００９１】
　表示部４０９は映像受信部４１３を介して受信した映像信号と、映像のフォーマット（
解像度や垂直、水平周波数）を示す情報通知画面を表示する。
【００９２】
　映像受信制御部４１４は、映像受信部４１３を介して映像信号を受信すると、表示画面
制御部４０２、表示画面生成部４０３、表示制御部４０８と連携し、表示部４０９に映像
のフォーマット（解像度や垂直、水平周波数）を示す情報通知画面を表示する。
【００９３】
　本実施形態では、情報通知画面が一定時間（例えば、２秒）継続して表示されると消去
される。ユーザのタッチ操作による画面消去はできない。
【００９４】
　＜警告画面の表示処理＞次に、警告判定部４０７が表示装置４００の機能や性能に影響
を与える可能性がある事象が発生したか否かを判定することにより警告画面を表示／消去
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する処理について、装置内部の温度が非常に高温になった場合を例に説明する。
【００９５】
　まず、内部温度の異常高温を知らせる警告画面の表示処理について説明する。
【００９６】
　表示装置４００には温度センサ（不図示）が内蔵されている。
【００９７】
　警告判定部４０７は、装置内部の温度に関する情報を取得し、温度の増減を監視してい
る。
【００９８】
　警告判定部４０７は、内部温度が規定値以上または規定値以下になった場合、表示画面
制御部４０２、表示画面生成部４０３、表示制御部４０８と連携し、表示部４０９に「内
部温度の警告画面」を表示する。
【００９９】
　また、警告画面の表示とともに、表示画面制御部４０２は、タイマ部４０４と連携し、
警告画面の表示継続時間の計測を開始する。
【０１００】
　図９（ｂ）は、ホーム画面表示中に内部温度の異常高温を知らせる警告画面９０１が表
示された状態を示している。
【０１０１】
　次に、内部温度の異常高温を知らせる警告画面の消去処理について説明する。
【０１０２】
　本実施形態では、タッチ操作判定部４０５は、ユーザによって警告画面の「ＯＫ」ボタ
ンがタップされたと判定すると、表示画面制御部４０２へ警告画面の消去を要求する。表
示画面制御部４０２は、表示画面生成部４０３、表示制御部４０８と連携し、表示部４０
９に表示された内部温度の警告画面を消去する。
【０１０３】
　＜メニュー画面の表示処理＞次に、本実施形態のメニュー画面を表示／消去する処理に
ついて、内部温度の警告画面が表示される場合を例に説明する。
【０１０４】
　まず、メニュー画面の表示処理について説明する。
【０１０５】
　図６（ａ）のホーム画面表示中に、ユーザによりメニューボタン４１２が操作されると
、図６（ｂ）に示すディスプレイ操作用のメニュー画面（ＯＳＤ）６０１が表示される。
【０１０６】
　システム制御部４０１は、メニューボタン４１２が操作されたことを検出すると、表示
画面制御部４０２に、例えば図６（ｂ）に示すメニュー画面６０１の表示要求を送出する
。
【０１０７】
　表示画面生成部４０３は、表示画面制御部４０２から受けた表示要求に基づき、表示部
４０９に表示するための画面データを生成する。
【０１０８】
　表示制御部４０８は、表示画面生成部４０３で生成された画面データを表示部４０９の
表示解像度、表示色数、リフレッシュレートに適したタイミングの表示データに変換し、
表示部４０９に送出する。
【０１０９】
　表示部４０９は表示制御部４０８から受けた画面データをディスプレイパネルに表示す
る。
【０１１０】
　また、メニュー画面の表示とともに、表示画面制御部４０２は、タイマ部４０４と連携
し、メニュー画面の表示継続時間の計測を開始する。
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【０１１１】
　ユーザはメニュー画面をタップすることで、ディスプレイパネルの画質（モード、輝度
、コントラスト、色温度等）を設定することができる。
【０１１２】
　次に、メニュー画面の消去処理について説明する。
【０１１３】
　本実施形態では、メニュー画面の消去要因が２つある。１つはメニュー画面表示中にユ
ーザがメニューボタン４１２を操作した場合であり、もう１つはメニュー画面の表示中に
ユーザの無操作状態が一定時間（例えば、３０秒）継続した場合である。システム制御部
４０１は、メニューボタン４１２が操作されたことを検出すると、表示画面制御部４０２
へメニュー画面の消去を要求する。表示画面制御部４０２は、表示画面生成部４０３、表
示制御部４０８と連携し、表示部４０９に表示されたメニュー画面を消去する。また、タ
イマ部４０４はメニュー画面の表示継続時間を計測し、表示画面制御部４０２は、タイマ
部４０４と連携し、メニュー画面表示中にユーザの無操作状態が一定時間継続したと判定
するとメニュー画面を消去する。
【０１１４】
　＜表示制御処理＞図５を参照して、本発明に係る実施形態３の表示制御処理について説
明する。
【０１１５】
　本実施形態は、ユーザがＰＣにより表示装置４００のデスクトップ操作中に、警告画面
やメニュー画面が表示された場合に、所定時間内はタッチ操作を受け付けない構成である
。具体的には、警告画面の表示開始から一定時間および警告画面やメニュー画面の消去か
ら一定時間、ユーザによるタッチ操作を無効化することで、ユーザの意図しない操作が実
行されてしまうことを抑制している。以下では、情報通知画面、警告画面、及びメニュー
画面をＯＳＤと総称する。
【０１１６】
　なお、図５の処理は、表示装置４００の電源ボタン４１１がオンされると開始され、シ
ステム制御部４０１がＲＯＭに記憶されたプログラムをＲＡＭの作業用領域に展開し、実
行することにより実現される。
【０１１７】
　ステップＳ５０１では、警告判定部４０７は温度センサにより装置内部の温度に関する
情報を取得し、温度について警告画面を表示すべき要因が発生しているか否かを判定する
。ここで、警告判定部４０７は、内部温度が規定値以上または規定値以下である場合に警
告要因が発生したと判定し、表示画面制御部４０２に警告画面の表示要求として、「内部
温度の警告画面」の表示を要求する。表示画面制御部４０２は、表示画面生成部４０３お
よび表示制御部４０８を介して、表示部４０９に「内部温度の警告画面」を表示し、Ｓ５
０２へ進む。
【０１１８】
　ステップＳ５０２では、システム制御部４０１は、ユーザによりメニューボタン４１２
が操作されたか否かを判定する。判定の結果、メニューボタン４１２が操作された場合は
、表示画面制御部４０２にメニュー画面の表示を要求する。表示画面制御部４０２は、表
示画面生成部４０３および表示制御部４０８を介して、表示部４０９に「メニュー画面」
を表示し、Ｓ５０３へ進む。
【０１１９】
　ステップＳ５０３では、表示画面制御部４０２は、映像受信制御部４１４、警告判定部
４０７、またはシステム制御部４０１からＯＳＤの表示要求があるか否かを判定する。判
定の結果、ＯＳＤ表示要求がある場合はＳ５０４へ進み、ない場合はＳ５０９へ進む。
【０１２０】
　ステップＳ５０４では、表示画面制御部４０２はＯＳＤ表示要求に基づき、表示すべき
ＯＳＤの種別を判定する。判定の結果、ＯＳＤ種別が警告画面の場合はタッチ操作判定部
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４０５へタッチ操作の無効化を要求し、Ｓ５０５へ進み、メニュー画面の場合はＳ５０７
へ進み、情報通知画面の場合はＳ５０８へ進む。
【０１２１】
　ステップＳ５０５では、タッチ操作判定部４０５は、表示画面制御部４０２からのタッ
チ操作の無効化要求に基づき、タッチ操作を無効化する。タッチ操作を無効化する方法に
ついては、図２のステップＳ２０２やＳ２０６と同様である。
【０１２２】
　ステップＳ５０６では、表示画面制御部１０２は、表示画面生成部４０３および表示制
御部４０８を介して、表示部４０９に「内部温度の警告画面」を表示し、Ｓ５１４へ進む
。
【０１２３】
　ステップＳ５０７では、表示画面制御部４０２は、表示画面生成部４０３および表示制
御部４０８を介して、表示部４０９に「メニュー画面」を表示し、Ｓ５０１へ戻る。
【０１２４】
　ステップＳ５０８では、表示画面制御部４０２は、表示画面生成部４０３および表示制
御部４０８を介して、表示部４０９に「情報通知画面」を表示し、Ｓ５０１へ戻る。
【０１２５】
　ステップＳ５０９では、表示画面制御部４０２は、ＯＳＤ画面が表示中か否かを判定す
る。判定の結果、ＯＳＤ画面の表示中である場合はＳ５１０へ進み、表示中ではない場合
はＳ５０１へ戻る。
【０１２６】
　ステップＳ５１０では、表示画面制御部４０２は、タイマ部４０４により計測されてい
るＯＳＤ画面の表示継続時間が所定の時間以上となり、ＯＳＤ画面を消去するタイミング
となったか否かを判定する。判定の結果、消去するタイミングである場合はＳ５１１へ進
み、消去するタイミングではない場合はＳ５０１へ戻る。
【０１２７】
　ステップＳ５１１では、表示画面制御部４０２は、表示中のＯＳＤ画面の種別を判定す
る。判定の結果、メニュー画面または警告画面の場合はタッチ操作判定部４０５へタッチ
操作の無効化を要求し、Ｓ５１２へ進み、信号情報通知画面の場合はＳ５１６へ進む。
【０１２８】
　ステップＳ５１２では、ステップＳ５０５と同様に、タッチ操作判定部４０５は、表示
画面制御部４０２からのタッチ操作の無効化要求に基づき、タッチ操作を無効化する。
【０１２９】
　ステップＳ５１３では、表示画面制御部４０２へメニュー画面または警告画面の消去を
要求し、表示画面制御部４０２は、表示画面生成部４０３、表示制御部４０８と連携し、
表示部４０９に表示されたメニュー画面または警告画面を消去する。
【０１３０】
　ステップＳ５１４では、タッチ操作判定部４０５は、タイマ部４０４により警告画面の
表示開始からの時間（Ｓ５０６）およびメニュー画面または警告画面の消去からの時間（
Ｓ５１３）を計測し、所定の時間（例えば、３０秒）が経過するまで、タッチ操作の無効
化状態を維持する。
【０１３１】
　ステップＳ５１５では、タッチ操作判定部４０５は、所定の時間経過後、タッチ操作を
有効化する。ここで、タッチ操作判定部４０５は、タッチ操作を有効化する方法として、
タッチ操作検出部４０６から得た情報を有効化し、ユーザのタッチ操作を受け付ける状態
とする。
【０１３２】
　以上のように、本実施形態によれば、警告画面の表示開始から一定時間およびメニュー
画面または警告画面の消去から一定時間、ユーザによるタッチ操作を無効化することで、
ユーザの意図しない操作が実行されてしまうことを抑制することができる。
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【０１３３】
　なお、本実施形態では表示中の画面に警告画面やメニュー画面、情報通知画面などの表
示アイテム同士が重畳表示される例を説明したが、例えば、アプリケーション画面におい
てユーザが操作しようとしたボタンやコンテンツ上に、急にダイアログなどが表示された
場合や、タブレット端末などでコンテンツを操作しようとしたときにちょうど着信があっ
て着信通知画面が表示された場合などにも適用できる。
【０１３４】
　また、本実施形態のように警告画面やＯＳＤの表示後一定時間待機する方法以外に、タ
ッチダウンからタッチアップの間は、タッチしている領域に別のボタンやダイアログなど
が表示されないように制御しても良い。
【０１３５】
　また、タッチパネルの操作の代わりに、マウスやタブレットの操作にも適用可能である
。具体的には、マウスのボタンを押してから離したことに応じて、選択操作が実行される
場合に、マウスのボタンを押してから離すまでの間は、別のボタンやダイアログなどが重
畳表示されないように制御しても良い。また、タブレットにペンや指などが触れてから離
されるまでの間は、別のボタンやダイアログなどが表示されないように制御しても良い。
【０１３６】
　さらに、各種のボタンやアイコンなどの表示アイテムをタッチパネルで選択指示する場
合に、表示アイテムのタッチダウンからタッチアップの間に、その表示アイテムを消去し
ないようにしても良い。これによりその表示アイテムの下に隠れていた表示アイテムを、
ユーザが意図せずに選択することを防止できる。
【０１３７】
　また、操作をマウスのボタンを押してから離したことに応じて選択操作が実行される場
合に、マウスのボタンを押してから離すまでの間は、その表示アイテムを消去しないよう
にしても良い。また、タブレットにペンや指などが触れてから離されるまでの間は、その
表示アイテムを消去しないようにしても良い。
【０１３８】
　また、実施形態１や実施形態２では、図２および図３の処理がタブレット端末の電源オ
ン時に開始されるものとして説明したが、これに限らず、ホーム画面表示直後やユーザ指
示により処理を開始するように構成しても良い。
【０１３９】
　また、実施形態１では、バッテリ充電容量低下を知らせる警告画面を表示する例につい
て説明したが、実施形態３のように内部温度の異常高温や内部部品の劣化・故障等を通知
する画面であっても良い。また警告画面に限らず、メールの受信や電話の着信を知らせる
画面であっても良い。
【０１４０】
　また、実施形態１や実施形態２では、タッチ操作を無効化する時間を２秒としたが、こ
れに限らず、０．５秒や３秒であっても良い。また、ユーザが任意に時間を変更できるよ
うにしても良い。
【０１４１】
　また、実施形態３では、図５の処理を表示装置の電源オン時に開始するものとして説明
したが、これに限らず、外部からの映像信号受信開始直後や、接続された外部機器がタッ
チパネル対応可能であると判定された時点で処理を開始するよう構成しても良い。
【０１４２】
　また、実施形態３のようにボタン操作によりＯＳＤ画面を表示するか否かを判定する以
外に、タッチダウン（タッチパネルを指やペンで触れること）やタッチアップ（タッチパ
ネルへ触れていた指やペンを離したこと）が検出されたことに応じて実行しても良い。
【０１４３】
　また、実施形態３では、時間決定手段としてＯＳＤの種別によってタッチ操作を無効化
する時間を設定しても良いし、ユーザが任意に時間を変更できるようにしても良い。
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【０１４４】
　［他の実施形態］本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、
上記実施形態の機能を実現するソフトウェア（プログラム）をネットワーク又は各種記憶
媒体を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（又
はＣＰＵやＭＰＵ等）がプログラムコードを読み出して実行する処理である。この場合、
そのプログラム、及び該プログラムを記憶した記憶媒体は本発明を構成することになる。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】
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